
「新成長戦略」について  

・蜃2㌘6芸1憲〕  
戯；成長戯省 

～働β本ノ庶者のシナリオ～  

「新成長戦略」を別紙のとおり定める。  

2010年6月18日  

［胤圃脚牌且   



（日本発の革新的な医薬品、医療・介護技術の研究開発推進）・ ・18  
（アジア等海外市場への展開促進）・             ・ 18  

（バリアフリー住宅の供給促進）               ・ 19  

（不安の解消、生涯を楽しむための医療・介護サービスの基準強化）19  

（地域における高齢者の女心な暮らしの実現ト        ・ 19   

フこLンティ7の脚＝よる戌養・・              ‥ 20  

【目 次】   

第1章 新成長戦略－「強い経軌「強い財政」「鼓し、社会保障」の実現  

（第三の道による建て直し）  

（「強い経済」の実現）   

第2章 新たな成長戦略の基本方針一軽済▲財政・社会保障の一体的  

建て直し－   

βネ脛済の成長力と扱者村御方‥  
（1） 

（2）供給面からの制約‥  

（3）資金循環面からの制約‥  

6  

7  

7  

8  

9  

「βノ アジア鹿済所辟  ‥ 20  

～傍働とL磁デ古層・β末～・・      ・・ 20  

（日本の強みを大いに活かしうるアジア市場）t        ・・ 20  
（アジアの「架け橋」としての日本）・            ・t 20  

（切れ目ないアジア市場の創出）               ‥ 21  

（日本の「安全・安心」一等の制度のアジア展開）       ・・ 21  

（日本の「安全・安心」等の技術のアジアそして世界への普及）・‥ 21  

（アジア市場一体化のための国内改革、日本と世界とのヒト・モノ・カ  
ネの流れ倍増）                        ・ 22  
（「アジア所得倍増」を通じた成長機会の拡大）・       ・・ 22  

マタ卿‥    ・11  
働長厳密ノのマクロ鹿落首倉‥              ・ 12   

甜の足先眉世の媚草・‥                  ・ 13   

第3章 7つの戦略分野の基本方針と邑棟とする成果，．    ．15   

財産′青かオ成長ガ野‥                    t 15  

N  

r4ノ厨尤立国・．姐塚着任化戯礎  23  

一拍の鹿筐～・・                    ・・ 23  

（観光は少子高齢化時代の地域活性化の切り札）         ‥ 23  

（訪日外国人を2020年初めまでに2 

（休暇取得の分散化等）                    ‥ 24   

～鵬の朗仁よる彪方蔚粛の，寮生、成長の」蓼釘好とLrの．木蔚矛  

「り グリーン・イノベーションによる贋膚■エネルギースノ野威ノ密  15  

（「世界最高の技術」を活かす）                ・ 15  

（総合的な政策パッケージによ．り世界ナンバーワンの環境・エネルギー  
大国へ）                              ・ 16  

（グリーン■イノベーションによる成長とそれを支える資源確保の推進）  
・ 16  

（快適性■生活の質の向上によるライフスタイルの変革）・   ・ 17  

（老朽化した建築物の建替え・改修の促進等による「緑の都市」化）・17  
（地方から経済社会構造を変革するモデル）・         ・17  

の眉：生～・・  

（地域政策の方向転換）  

（嶺の分権改革等）  

（定住自立圏構想の推進等）  
（大都市の再生）  

く社会資本ストックの戦略的維持管垣等）  

‥ 24  

‥・ 24  

24 25  

¶碧拙野の成長度芳此～  

（課題が山積する農林水産分野）  
「gノ ライフ■イ／べ一ション／ニよる慮醐  ∵∴ i翌  

（医療・介護・健康関連産業を成長牽引産業へ）■        ・ 18  
（「地域資源」の活用と技術開発による成長潜在力の発揮）・   ‥26   



〝／維β本の虜着に盾〝たク／のJ罫郷プbジュク′ノ‥  
（’21の国家戦略プロジェクトの選定）   

題みを励l坑成長分野‥  

′．グリーン■イノベーション仁おげる厨家≠醗酵プロジュクト  

‥27  

∴27  

‥27  

・・27  

」∴些山  

・・28  

‥28  

（森林・林業の再生）  

（検疫協言義や販売ルートの開拓等を通じた輸出の拡大）t  

（幅広い視点に立った「食」に関する将来ビジョンの策定）   

んス′ツタ抑β■電線ヽの磨捷～－．‥  

（住宅投資の活性化）  

（中古住宅の流通市場、，リフォーム市場等の環境整備卜  
（住宅・建築物の耐震改修の促進）・  

く1・．「固定価格買取制度」の導入等による再生可能エネルギー・急拡大）  
・・ 38  

（2．「環境未来都市」構想）                 ‥ 38  
（3．森林・林業再生プラン）              ・ 39  

g．ライフ・イノベーシタンにお／ナ名園家計邸プロジュクト′  

（4．医療の実用化促進のための医療機関の選定制度等）・    ‥ 40  
（5．国際医療交流（外国人患者の受入れ））          ‥ 40  

成長を封るプラツ′フォ十重………………‥…………… 28  

t・ 28  作ノ好学・皮櫛■脚掴酪好  
”イ知慮ン∠／二人軌の磨ふわる」冒・斤本～‥  

（科学・技術力による成長力の強化）・  

（研究環境・イノベーション創出条件の整備、推進体制の強化）   

～ノア丘1冒■β本－‥  

（情報通信技術は新たなイノベーショシを生む基盤）・  

（情報通信技術の利活用による国民生活向上・周際競争力強化） 

29  

29  

29  

30  

30  

30  

31  

31  

31  

33  

33  

33  

33  

33  

33  

34  

35  

フエLンティアの願たよ点願．‥  

皿 アジア屠ノ野／ニおげる厨家都留プロジュクト  
（6．バッケ「ジ型インフラ海外展開）  

（7．法人実効税率引下げとアジア拠点化の推進等）  

（8．グローバル人材の育成と高度人材等の受入れ拡大）  

41  

41  

42  

42  ∽  

（9．知的財産・標準化戦略とクール・ジャパンの海外展開）  ‥ 43  

（10．アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）の構築を通じた経済連携戦略）44  

〝：顔光点屠・彪威芽鱈仕草おげる翻プロジュク′  

（11．「総合特産制度」の創設と徹底したオープンスカイの推進等）・45  

（12．「訪日外国人3，000万人プログラム」と「休暇取得の分散化」）45  
（13．中古住宅・リフォーム市場の倍増等）        ・・ 46  

（14．公共施設の民間開放と民間資金活用事業の推進）    ・・ 46  

／βノノ家眉・人材戯摩  

一／昔象／と／鰍のあ名屠■庁本ん‥  
（雇用が内需拡大とノ成長力を支える）・  

（国民参加と「新しい公共」の支援）・  

（成長力を支える「ノトランポリン型社会」の構築卜  

（地域雇用創造と「ディーセント・ 

＿ヂど古雌ふカる」野・由一‥  

（子どもは成長の源泉）  

（人口減少と超高齢化の中での活力の維持）■  
（質の高い教育による厚い人材層卜  

戯彦．百度るプラツ‘・フォーム‥              ・・ 47  

r．好学■J好／紆・棚倉虚ノ野仁おげ古顔酪啓プロジ土クト  

（15．「リーディング大学院」構想等による国際競争力強化と人材育成）47  

（16．情報通信技術の利活用の促進）・  ・48  

（け 研究開発投資の充実）   48  
かナ謂相好カジュクト 8・  

（19．「キャリア段位制度」とパーソナル・サポート制度の導入）・■・50  
（20．新しい公共）                     ・・ 50  

冴．金顧分野／ニおげる国家紺野プロジュクト・        ‥ 51   

「7ノ金彪戯  



第1革 新成長戦略－「強い経済J「強い財政ト「強い社会保陣Jの実現   く21．総合的な取引所（証券・金融・商品）の創設を推進）   ‥51   
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（新しい成長）  ・ 

（「新成長戟略」の政策実現の確保）・            ・・ 53   

（別表）「成長戦略実行計画（エ程表）」  

90年代初頭のバブル崩壊から約20年、日本経済が低迷を続けた結果、  

国民はかつての自信を失し†、将来への漠たる不安に萎縮している。こう  

した閉塞感が続く主たる要因は、低迷する経済、拡大する財政赤字、そ  

して信頼感が低下した社会保障である。新内閣は、「強い経済」、「強い財  

政」、「強い社会保障」を一体的に実現する。「強い経済」の実現に向けた  

戦略を示した「新成長戦略」を実行し、20年近く続く閉塞状況を打ち破  

り、元気な日本を復帯させる。   

（第享の道による建て直し）   

我が国の経済政策の呪縛となってきたゐは、産業構造・社会構造の変  

化に合わない二つの道による政策の失敗である。   

第一の麺は、公共事業中心の経済政策である。60年代、70年代にかけ  

ての高度経済成長の蔭代には、道路、港湾、空港などの整備が生産性の  

向上をもたらし、経済成長の原動力となった。   

しかし、基礎的なインフラが整備された80年代になると、この投資と  

経済効果の関係が崩壊し、90年代以降は様相が変わり、社会構造・◆産業  

構造が変化し、従来型のインフラヘの投資効率が低下してもなお、将来  

の成長産業を育てる明確な意思のないまま、既得権保護のためのばら撒  

きを続けてきた。不況対策の名の下、財政出動として行われた非効率な  

公共投資の拡大は、成長にも国民生活の向上にもつながらず、地域はま  

すます活力を失うという悪循環に陥った。不況対策としても行われた公  

共事業の拡大は、効率的な投資でなかったため、結局有効な和栗を上げ  

なかった。  

第二の道は、行き過ぎた市場原理主義に基づき、供給サイドに偏った  

生産性重視の経済政策である。   

一企業の視点では、リストラの断行による業績回復がこ妥当な場合も  

あるが、国全体として見れば、この政策によって多くの人が失業する中  

で、国民生活は更に厳しくなり、デフレが深刻化している。また、いわ  

ゆる「ワーキングプア」に代表される格差拡大が強く認識され、社会全  

体の不安が急速に高まった。「企業は従業員をリストラできても、国は国  

1   
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保障は、少子高齢化を背景に負担面ばかりが強調され、経済成長の足を  
引っ張るものと見なされてきたが、医療・介護や年金、子音tなどの社会  

保障に不安や不信を抱いていては、国民は、安心してお金を消費に回す  

ことができない。一方、社会保障には雇用創出を通じて成長をもたらす  

分野が数多く含まれており、社会保障の充実が雇用創出を通じ、同時に  

成長をもたらすことが可能である。   

こうした「強い社会保障」を実現し「少子高齢社会を克服する日本モデ  

ル」の確立のため、年金、医療、介護、各制度の建て直しを進める。また、  

子育て支援の充実は待ったなしの課題である。子ども手当に加え、待機  
児童の解消や幼保一体化による子育てサービスの充実に、政府を挙げて  

取り一組む。   

第三は、「アジア経済戦略」である。急速な成長を続けるアジアの多く  

の地域では、都市化や工業化、それに伴う環境問題の発生が課題となる  

だけでなく、少子高齢化も懸念されている。また、日本でば充足されつ  

つある鉄道、道路、電力、水道などは、今後整備が必要な社会 

世界に先駆けて、課題を解決するモデルを提示することで、アジア市場  

の新たな需要に応えるとともに、 

人的交流の強化、ハブ機能を強化す、るインフラ整備や規制改革を進める。   

第四の「観光立国・地域活性化削各」のうち、観光は、・文化遺産や自然環  

境を活かして振興することに≠り、地域活性化の切り札になる。既に、  

中国からの観光客の拡大に向け、ビザの発行条件の大幅緩和が開始され  

ている。   

農山漁村が生産、加エ、流通までを一味的に担い、付加価値を創造す  

ることができれば、そこに雇用が生まれ、子どもを産み育てる健全な地  

域社会が育まれる。農林水産業を地域の中核産琴として発展させること  

により、食料自給率め向上も期待される。特に、低炭素社会で新たな役  

割も期待される林業は、戦後植林された樹木が隼長しており，路網整備  

等の支援により林業再生を期待できる好機にある。戸別所得補償制度の 

導入を始めとする農林水産行政は、こうした観点に立って進める。   

さらに、地域の活性化に向け、真に必要な社会資本整備については、  

民間の知恵と資金を活用して戦時的に進めるとともに、意欲あふれる中  

小企業を応援する。   

これらの成長分野を支えるため、第五の「科学・技術・情報通信立国戦  

略」の下で、我が国が培ってきた科学・技術力を増強する。効果的・効率的  
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民をリストラすることができない」のである。生産性の向上は重要であ  

るが、同時に需要や雇用の拡大がより一層重要である。  

我々は、過去の失敗に学び、現在の状況に適した政策として、「第三の  

道」を進む。それは、経済社会が抱える課題の解決を新たな需要や雇用  

創出のきっかけとし 

実現のための戦略が、「強い経済」、「強い財政」、「強い社会保障」の一体  

的実現に主眼を置く「新成長戦略」である。 

持続可能な財政一社会保障制度の構築や生活の安全網（セ「フティネ  

ット）の充実を図ることが、雇用を創出する睾ともに、国民の将来不安  

を払拭し、経済成長の礎となる。セーフティネットの確立、経済活性化、  

財政健全化は一体の関係にあり、「強い経済」、「強い財政」、「強い社会保  

障」の確保が互いに好影響を与える「椚n一肌n」の関係にあると捉えるべ  

きである。   

（r強い経済」の実現）   

一昨年の世界金融危機は、外需に過度に依存していた我が国経済を直  

撃し、他の国以上に深刻なダメージを与えた。強い経済を実現するために  

は、安定した内需と外需を創造し、産業競争力の弓削ヒとあわせて、富が  
広く循環する経済構造を築く必要がある。   

需要を創造するための鍵が、「課題解決型」の国家戦略である。現在の  

経済社会に山積する新たな課題に正面から向き合いJ・その処方等を提示  

することにより，漸たな需要と雇用の創造を目指す。この考え方に立ち  
「新成長戦略」では、「グリーンイノ乍‘－ション」、「ライフイノベーショ  

ン」、「アジア経済」、「東光・地域」を成長分野に掲げ、これらを支える基  

盤として「科学・技術t情報通信」、「雇用・人材」、「金融」に関する戦略を  

実施する。  
．  

第一の「グリーン・イノベーション」には、2020年における温室効果ガス  

の25％削減目標を掲げた地球温暖化対策も含まれる。運輸部門や生活関  

連部門、原子力や再生可能エネルギー産業を含むエネルギー部門、さら  

にはま，ちづくりの分野で新技術の開発や新事業の展開が期待される分野  

が数多く存在し、その向こうには巨大な需要が広がっている。   

第二は、「ライフイノベ→ション」による健康大国の実現である。社会  
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な技術開発を促進するための規制改革や支援体制の見直しを進め、我が  

国の未来を担う若者が夢を抱いて科学の道を選ぺるような教育環境を整  

備するとともに、世界中から優れた研究者を惹きつける研究環境の整備  

を進める。イノベーション促進の基盤となるデジタルコンテンツ等の知  

的財産や産業の競争力を高めるクラウドコンピューティング等の情報通  

信技術の利活用も促進する。   

第六の「雇用一人材戦略Jにより、成長分野を担う人材の育成を推進する。  
少子高齢化に伴う労働人口の減少という制約を跳ね返すため、若者や女  

性、高齢者の就業率向上を目指す。さらに、非正規労働者の正規雇用化を  

含めた雇用の安定確保、産業構造の変化に対応した成長分野を中心とす  

る実践的な能力育成の推進、ディtセント・ワーク、すなわち、人間らし  

い働きがいのある仕事の実現を目指す。女性の能力を発揮する機会を増  

やす環境を抜本的に整備し」「男女共同参画社会」の実現を推進する。   

「強し＼人材」すなわち将来にわたって付加価値を創出し、持続可能な  

成長を担う若年層や知的創造性（知恵）（ソフトパワー）の育成は、成長  

の原動力である。教育、・スポーツ、文化など様々な分野で、国民一人ひ  

とりの能力を高めることにより、厚みのある人材層を形成する。   

「強い人材Jの実現が、成長の原動力として未来への投資であること  

を踏まえ、教育力や研究開発力に関し世界最高水準を目指し、効果的な  

施策に対する公的投資を拡充する。   

第七の「金融戦略」により、①金融が実体経済、企業のバックアップ  

役としてそのサポートを行うこと、②金融自身が成長産業として経済を  

リードする。そのために、投融資や支援対象のカテゴリー・特性に適し  

た成長資金を供給できる新たな金融産業を構築する。長期的な視点で、  

イノベーション重視の経営をサポートできるように、「金融システムの進  

化」を目指す。また、金融自身も成長産業として発展できるよう、市場  

や取引所の整備、金融法制の改革等を進め、ユーザーにとって信植でき  

る利便性の高い金融産業を構築することによって、 

の国際競争力を高める。   

これら7つの戦略分野の具体策を盛り込んだ「新成長戦略」では、官民  

を挙げて「強い経済」の実現を図り、2020年度までの年平均で、名目3％、  

実質2％を上回る経済成長を目指す。また、当面はデフレの終結をマク  

ロ経済運営上の最重要課題と位置付け、日本銀行と一体となって、強力か  

つ総合的な政策努力を行う。  
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20年近く続く閉塞状況を打ち破り、元気な日本を復活させるには、「新  

成長戦略」 

これまで、日本において国家レベルの目標を掲げた改革が進まなかっ  

たのは、政治的リーダー シップの欠如に最大の原因がある。個々の団体  

や個別地域の利益を代表する政治はあっても、国全体の将来を考え改革  

を進める大きな政治的リーダーシップが欠如していた。日本の将来ビジ  

ョンを明確に示した上で国民的合意を形成し、リーダーシップを持って  

目標に向けての政策を推し進める。   

の  



β助成長カと虎農秋直の‘基本臓．才 

（1）需要面からの成長   

（i）過去ゐ低成長と優先順位第⊥の課題  

過去10年間†日本の実質成長率は平均で1％を下回り、名目ではマ  

イナス成長と、OECD諸国の中で最低の水準にとどまった。国民のニー  

ズに応える適切な政策が実行されず、また、企業が本来持つ力を発揮   

できる環境が整備されない場合には、今後も日本の成長率はこのよう  

に低い水準を続けるおそれが強しi。  

こうした認識の下 

してきた規制・制度の束縛や、適切な政策及びそのために必要となる  

財源確保の努力の欠如を是正し、本来の需要を実現することである。  

医療、介護、保育を始め様々な分野で、国民が必要性を強く感じてい  

るにもかかわらず実現されていない需要がある。さらには、これまで   

日本が発掘してこな声、った海外の需要が存在する。ルールの変更や需   

要面からの政策を呼び水として実行することによって、これらの需要  
を顕在化させるとともに雇用を創出し、日本が本来持つ成長力を実現  

することが、優先順位第一の課題である。  

（ji）需要面からの成長戦略  

今後、2020年度までの期間において、必要な政策が全く行われない   

埠合には、実質成長率は過去10年と同程度の1％程度にとどまるもの  

と想定される。しかし、需要面を重視する政策対応を実行することに  

より、成長率を19る以上引上げ、外需の寄与を含め、平均で2％を上  

回る実質成長を実現することは、困難を伴うが実現可能と判断される。  

年寺に、最大の需要が存在するのは、①社会保偉 

齢化に対応した医療、介護、保育サ⊥ビス等への需要、安心できる社  

会保障制度の構築や雇用情勢の改善等により顕在化される消費需要   

等）と、②環境分野（地球温暖化の防止に向けた再生可能エネルギー   

や製品ぺの需要、森林の整備■活用等）である。これらに次ぐものと   

して、＠安全・安心な食品、④エコ、耐震、バ▼リアプリ 

にも大きな潜在需要がある。これらの分野において、需要を喚起する  
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第2革 新たな成長戦略の基本方針  

一経済・財政・社会保障の一体的建て直し－  

日本の経済成長はバブル崩壊の後、約20年にわたり極めて低い水準に  

とどまり、その間、国民は、失業や給与の減少といった厳しい生活を余  

儀なくされ、閉塞状況におかれている。「新成長戦略」は、過去の低成長  
の原因についての冷静で的確な認言撃と、それが目指す新たな成長を実現  

するための政策理念と政策体系を備えたものでなければならない。   

以下では、日本経済の成長力を需要面、供給面、資金循環面から多面  

的に分析し、日本経済の抱える問琴とその解決に向けた政府の基本哲学  

を明らかにする。その上で、イ新成長戦略」におけるマクロ経済運営を中  

心とする政策の基本方針を明確にするとともに、実現を目指すマクロ経  

済目標を明示する。さらに、限られた資源の下でこれらの目標を達成す  

る窄めに不可欠となる政策の優先順位の判断基準を示す。政府はこの基  

本方針、経済目標、政策の判断基準に沿って、「新成長戦略」を、一体的、  

整合的に推進する。   

「強い経済」、「強い財政」、「強い社会保障」の実現という3つの課題  

は、相互に密接に関連し合っており、どれも単独で実現できる阜のでは  

ない。経済成長による税収は財政健全化のために不可欠で奉り、他方、  

経済成長のためには、財政の持続可能性の確立と財政面からのメリハリ  

の効いた成長戦略が必須である。また、社会保障は財放の最大支出項目  
であるとともに、極めて重要な成長分野で奉る。同時に、安心できや社  

会保障制度が確立されることで、国民は消費を拡大することが可能にな  

る。   

過去20年間の失敗の最大の原因は、政治がリーダTシップを持ってこ  

の3つ¢課題に持続的に取り組むこ上を怠ってきたことである。この「新  

成長戦略」は「財政運営戦略」及び「中期財政フレーム」、さらには社会  

保障制度の改革と整合性をとり、かつ一体的に堆進するものとする。ま  
た、時々 

て適切に対応する。   

・、」  



すること、②意欲ある人々がベンチャー、社会的企業、NPO等を含め  

起業しやすい環境、国内に立地しやすい環境を整備することの重要性  

が高い。また、③人的資本の形成、④イノべ∵ションの促進、知的資  

産の蓄積も重要な課題である。数年後には供給制約が強まることを想  

定し、現時点でも供給力が不足している成長産業を中心に、規制・制  

度の改革を進めるとともに、必要な能力を備えた人材の育成・定着、起  

業の促進、リスク・マネーの円滑な供給などを着実に推進していく必  

要がある。   

（注卜上記の供給面からの成長戦略は、後述する成長7分野の科学・  

技術・情報通信立国戦略、雇用・人材戦略等と密接に関連してい  

る。  

他方、こうした取組により、就業が最大限促進されるとしても、2020  

年度の就業者数は現在の水準を下回る見込みであり、2％を上回る実  

質成長率を実現するためには、それを上回る労働生産性（GDP／就業者  

数）の伸びが必要である。今後の成長産業には、労働生産性が必ずし  

も高くない分野が含まれていることも踏まえれば、規制・制度の改革  

等に取り組むことを通じ、全ての産業においてJ労働生産性を高めて  

いくことが不可欠である。   

以上のような対応がとられれば、供給面から成長が強く制約される   

ことはないとみられる。また、景気回復局面においては、需要面から  

の成長戦略による需要の拡大とともに、一企業等の中で十分活用されて  

いない労働が減少するため、この面からも労働生産性の上昇が期待で   

きる。   

（3）資金循環面からの制約   

（t）資金需給のタイト化と信認確保の重要性   

現在、日本では、政府の大幅な赤字（資金不足＝疫資超過）を家計  

と企業の黒字（資金過剰＝貯蓄超過）が埋申合わせ、国内全体では黒  

字・（資金過剰＝貯蓄超過＝経常収支黒字）となっている。   

ただし、高齢化の進展により家計の貯蓄率は近年低下してきている。  

また、企業部門も低成長の下で投資が低水準であるごとなどから近年  
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ために必要な規制一制度の見直し、予算編成、税制改革、政策金融に  

よる対応等を進める。   

また、日本の製品、サー巨ス等に対する海外の潜在需要、とりわけ  

環境面で優れ、安全・安心な製品や食品、交通やエネルギー等のイン  

フラ整備、日本での観光や高度医療の受診などに対する需要は大きい。  

規制の見直し、政策金融などの対応により 

いまって、日本の輸出は増加し、その成長寄与度は過去10年の平均（約  

0．4％）を上回ることも予想される。   

（注）上記の需要面からの成長戦略は、後述する成長7分野の、 

ーン1イノベーション 、ライフ・イノベーション、アジア経済戦  

略、観光立国一地域活性化戦略等と密接に関連している。  

さらに、国民の生活実感を直接左右する名目成長率についても、上  

記のような政策対応に加え、適切に金融政策が実行され、デフレから  

の脱却と適度で安定的な物価上昇が実現されることにより、3％を上  

回る成長を達成することが可能と考えられる。   

（2）r供給面からの制約   

（i）需給ギャップの存在と潜在成長率   

現在、日本経済は大きな需給ギャップ（5％程度）を抱えており、  

経済全体と←てみれば供給力が成長の制約になっているわけではない。  

失業率も5％と高水準を続けている。しかし、景気が順調に回復を続  

ければ、需給ギャップの解消に伴って、やがて 

は徐々に強まっていくと考えられる。また、現状においても、マクロ  

的にみれば供給余力があるものの、個別に見ると、例えば、医療、介  

護、保育など供給力が不足している分野もある。さらに、高齢化の進  

展により労働供給は減少せざるを得ず、供給能力の伸びを表す潜在成   

長率は、過去10年の平均（約1％）を下回るおそれがある。   

（ji）供給面からの成長戟略   

適切な政衰対応を行うことにより、供給能力を高めていくことは可   

能である。特に、①高齢者、女性、若者等が就業しやすい環境を整備  
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黒字を続けているが、景気回復が続けば、本来の姿である赤字主体に   

戻る可能性が高い。このため、仮に、政府が大幅な財政赤字を続ける  

場合には、これを国内で吸収することが困難となり、金利の高騰等の   

問題が生じるのではないかという指摘もなされており、長期金利の動   

向には引き続き注意を要する。   

幸い、国債等の長期金利は現在まで基本的には低い水準で安定的に   

推移している。これは、我が国が財政健全化への取組を続けているこ   

と、また、リーマン・ショック後の景気後退により財政赤字は急拡大   

したが、景気要因による赤字は今後縮小すると見込まれること、イン   

フレは起こりにくいとみられること、さらには、中長期的にみた日本  

経済の成長余力や社会の安定性に対する信認があることなどが背景に   

あると考えられる。   

今後予想される、家計、企業の黒字の縮小（ないしは赤字化）は、  

消費や設備投資の拡大の結果であり、需要の拡大という観点から、む   

しろ望ましいことである。従って、′金利の高騰などの問題を生まない  

ようにするためには、政府が財政健全化を成し速げる確固たる方針を  

示すとともに、財鱒赤字の削減に全申で取り組むこと、同時に、経済  

成長を実現し、安定した社会を維持していくことなどにより、内外の  

投資家やマーケットの信認を引き続き確保することが決定的に重要で   

ある。   

（ii）金融・資本市場の健全孝発展とリスク・寸ネーの供給   

円滑な資金循環を確保するためには、上記のような対応と同時に、  

国際的な動向も踏まえつつ、金融■資本市場の健全な発展を支える規  

制■制度の改革を進める必要がある。また、国際的な金融危機等に機  
動的に対応するため国際協調体制の強化を進める必要がある。  

さらに、日本経済の成長を支える資金」とりわけ、リスクの高い投  

資や研究開発等のためのリスウ・マネーの供給、さらには、起業や新  

規参入を行う企業、社会的企業、N叩等に対する資金供給を確保する   
ことが不可欠である。リスクーマネーの供給やNPO等への資金供給を  

円滑化するため、規制■制度や税制の改革を進める。また、こうした  

分野における政策金融の役割は重要である。  

似上のような取組を通じ、資金循環面から成長が制約されることの  

ないよう最大限の努力を行う。  
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（注）上記の金融・資本市場 

は、後述する成長7分野の金融戦略等と密接に関連している。  

マクロ甜営彦中心とす名應掴皆の基東方針 

「新成長戦略」においては、2020年度までの11年間をデフレ終結の前  

後で二つの期間・（「フエ1ズI」二「フェーズ正」）に区切り、基本方針を  

定める。   

フ 

リーマン■ショック後の景気後退から日本経済を蘇らせ、本格的な回復  

軌道に乗せるとともにデフレを終結させる期間であり、新成長戟略全体  

の成否を左右する重要性を持つ。フ土一ズⅡはニ フェーズ工の成果を確  

かなものとしつつ、需要、供給両面から日本経済の成長力を高める期間  

である。   

この「新成長戦略」と「財政運営戟略」は、相互に補完し合う関係に  

ありご両者を一体的に推進していくことが必要不可欠である。フェーズ  

Ⅰ及びフェーズⅡの両期間を通じ、「財政運営戦略」に基づき財政健全化  

を着実に進めるとともに、成長のために必要な分野への財源の重点配分、  

税制による対応等に取り組む。日本銀行には、政府と土こで述べるよう  

なマクロ経済運営に関する基本的視点を共有し、最大限の努力がなされ  

ることを期待する。   

＜フェーズⅠの基本方針＞   

デフレは実質金利の上昇をもたらし、需要の伸びを抑制するなど、経  

済に大きな問題を生じさせている。政府は、フェーズⅠを「デフレ清算  

期間」と位置付け、景気を回復させ、2011年度中には消筆者物価上昇率  

をプラスにすろとともに、壊やかに安定的な物価上昇を実現し、デフレ  

を終結させるこ七を目指す。デフレの終繹をマクロ経済運営上の最重要  

課題と位置付け、デフレによらて抑えられている需要の回復を中心に、  

政策努力を行う。   

この間、財政金融政策のポリシー・ミックスについては、一財政面では、  

「中期財政フレーム」の下、事業仕分け等を通じ、歳出の無駄を削減す  
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できるだけ早期に3％台に低下させる。過去．10年の低成長等を考慮すれ  

ば、これらの目標の達成には困難を伴うと考えられるが、政策努力の目  

標と位置付け、全力で取り組む。   

国民の満足度や幸福度には、所得などの経済的要素だけではなく家族  

や社会との関わり合いなどの要素も大きな影響を持つ。「新しい公共」の  

考え方の下、全ての国民に「居場所」と「出番」が確保され、市民や企  

業、NPOなど様々な主体が「公（おおやけ）」イこ参画する社会を再構築す  

ることは重要な課題である。政府は、マクロ経済目標の実現に向け全力  

を尽くすとともに、官では行うことが困難な、国民の多様なニーズにき  

め細かく応えるサービスを無駄のない形で市民、企業、NPO等が提供でき  

る社会の構築に向け、国民各層による取組を支える。  

ると同時に、需要・雇鼠の創出効果の高い政策・事業を重視して、需給  

ギャップの解消を目指すとともに、金融面では、日本銀行にデフレの終  

結に向けた最大限の努力を期待する。世界の中で日本だけがデフレに陥  

っている現状を踏まえ、財政・金融両面からの、さらには規制t制度の  

見直しなどを含めた適切な対応が求められる。こうした取組により、過  

度の円高は回避し、内需とともに外需も下支えする経済成長を実現する。   

また、財政蓮営においては、国民が必要と感じている社会保障・福祉  

のサ⊥ビス給付等を拡充すると同時に、国民にその分担（虹保険料）  

を求める政策八ッケージは、安全・安心な社会の構築とともに、需要や  

雇用を拡大する効果を持つ（均衡財政乗数はプラスである）。それによっ  

て需給ギャップが縮小し、デフレと雇用不安が緩和されて消費需要を刺  

激し、税収の増加も期待される。こうした点を踏まえ、国民の、ニーズに  

的確に対応し、かつ、経済成長と財政健全化の双方に寄与する政策とし  

て検討を進める。  躇の優先殿の昭一準  

「新成長戦略」に掲げる諸目標を達成するためには、予算編成におい  

て政策に優先順位を付け、限られた財源を最も効果的に使う必要がある。  

需要・雇用の創出効果の大きさなど、以下に示す基準に沿って政策丁事  

業の評価を行い、重点的な資源配分を行う。   

（i）需要・雇用創出基準  

需要、雇用の創出効果を評価し、その効果の高い政策▲事業を最優   

先する。その際、例えば、現金給付より現物・サービス給付（利用券   

等の活用を含め）を優先し、国民が必要とするサービスが確実に提供   

されるようにする≒ともに、雇用が拡大する点を重視する。  

また、海外需要を発掘し、対外競争力を高める効果の高い政策・事   

業を重視するとともに、グローバル化に対応し得る規制■制度の改革   

やハブ空港、ハブ港湾等への重点化した投資を進める。   

（ii）「選択と集中」基準  

国民目線で政策や事業の必要性を総点検し、「選択と集中」の観点か   

ら、真に必要性の高い分野への重点化、各分野における政策・事業の   

重点化、類似事業の重複排除（省庁をまたがるものも含め）などを推   

進する。  

13   

＜フェーズⅡの基本方針＞   

デフレ終結後のフェーズⅡにおいては、二度とデフレに戻ることのな  

いよう、更に安定的な物価上昇を維持すると 

実現する。財政面では「財政運営戦略」で示す財政健全化目標の実現に  

向け、更なる取組を進める。   

事た、需給ギャップの解消を受け、需要と供給のバランスのとれた成  

長を促す政策を実行する。特に、フェーズⅡにおいては、労働生産性の  

向上が重要な課題となることから、規制・制度改革を始めとする取組を  

更に推進する。  

」斎戒壷脛敦／．＿旦ヱえ感度  

上記のような経済財政運営の下、「新成長戦略」においては、2020年度  

までの平均で、名目3％、実質2％を上回る成長を目指す。特に、景気  

回復の継続が予想されるフェーズⅠにおいては、実質成長率を3％に近  

づけるべく取組を行う。物価については、デフレを終わらせ、GDPデフレ  

ータでみて1％程度の適度で安定的な上昇を目指す。失業率については、  
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第3音 7つの戦略分野の基本方針と目標とする成果  

日本は、世界に冠たる健康長寿国であり、環境大国、科学■技術▲情  

報通信立国、治安の良い国というブランドを有している。こうした日本  

が元来持つ強み、個人金融資産（1．400兆円）や住宅・土地等実物資産  

（1．800兆円）を活かしつ？、．アジア、地域を成長のフロンティア 

付けて取り組めば、成長の機会は十分存在する。また、我が国は、自然、  

文化遺産、多様な地域性等豊富な、観光資源を有しており、観光のポテン  

シャルは極めて高い。さらに、科学・技術・情報通信、雇用・人材は、  

成長を支えるプラットフォームであり、 

視点に立った戟略が必要である。   

以上の観点から、我が国の「新成長戦略」を、  

・強みを活かす成長分野（環境・．工ネルギ†、健康）、  

・フロンティアの開拓による成長分野（アジア、観光・地域活性化）、   

■成長を支えるプラツ 

材、金融）  

として、2020年までに達成すべき目標と、主な施策を中心に方向性を明  

確にする。   

慮みを励lヂ成長プ秋野  

その際、以下の点に留意する。   

（国民参加基準）   

行政が独占してきた「公」を企業、NPO等に開き、，国民が積極的に   

公に参画することを重視する。このため、行政による直轄事業を見   
直し、企業、NPO等の参画を認める事業、民間資金等活用事業や公共   

サービス率革を進める事業を重視する。また、何が必要かの選択に   

ついて、国民が積極的に意見を述べる機会の拡大を目指す。   

（制度・政策「体基準）   

制度改革と一体的に実施することで相乗的な効果が期待される政   

策・事業を重視する。特に、潜在的な需要を抑えているルールを変   

更すること（規制・制度の改革、総合特区の創設等）は極めて重要   

である。その際、これと一体的に行うことが必要となる事後チェッ   

ク体制の強化、安全性の確保のための体制強化、弱い立場の人々へ   

の対応、個人情報の保護の強化等に十分配慮する。   

（iii）最適手段基準   

限られた財源の下で、最大限の効果を得るために、最適な政策手段  
を選択する。例えば、デフレ下の実質高金利で抑えられてし＼る住宅等  

の需要の回復、インフラの海外展開の支援、種々の分野における民間  
企業、NPO等の参入支援などのために、政策金融や公的資金と民間資金  

を組み合わせろ様々な仕組みは効果的な政策手段である．。制度の見直  

しや創設も含め検討する。   

また、税制は、個人貯蓄の一層の活用や起業促進などに関して重要  

な役割を果たす。   

さらに、社会資本の整備や維持管理・更新を効率的に実施するために、  

民間資金等を活用する手法（PFI等）をより積極的に活用できるよう、  

制度の見直しを行う。  

上り グリーン・イノベーション∧＝よる窟磨■ヱネル手」－．大店斬一瞥  

妙手ぎぞのβ度J  

『50兆円超の環境関連新規市場』、『140万人の環境分野の新規雇用』、『日本中  

民間ベースの技術を活かした世界の温室効果ガス削減tを13偲トン以上とす  

ること（日本全体の総排出土に相当）を目標とする』  

く「世界最高の技術」を活かす）   

我が国は高度成長期の負の側面である公害問題や土度にわたる石油危  

機を技術革新の契機として活用することで克服し、世界最高の環境技術  

を獲得す 

と上ろが今日では、数年前まで世界一を誇った太陽光発電が今ではド  

イツ・スペインの後塵を拝していることに象徴されるように、国際競争  

戦略なき環境政策によって、我が国が本来持つ環境分野での強みを、必  
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ずしも活かすことができなくなっている。   

（総合的な政策パッケージにより世界ナンバーワンの環境・エネルギー  

大国へ）   

気候変動問題は、もはや個々の要素技術で対応できる範囲を超えてお  

り、新たな制度設計や制度の変更、新たな規制・規制緩和などの総合的  

な政策パッケージにより、低炭素社会づくりを推進するとともに、環境  

技術t製品の急速な普及拡大を後押しすることが不可欠である。   

したがって、グリーン■イノベーション（環境エネルギー分野革新）  

の促進や総合的な政策パッケージによって、我が国のトップレベルの環  

境技術を普及・促進し、 

を目指す。   

このため、すべての主要国による公平かつ実効性ある国際的枠組みの  

構築や意欲的な目標の合意を前提として、加20年に、温室効果ガスを1990  

年比で25叫削減するとの目標を掲げ、あらゆる政策を総動員した「チャ  

レンジ25」の取組を推進する。   

（グリーン・イノベーションによる成長とそれを支える資源確保の推進）   

電力の固定価格買取制度の拡充等による再生可能エネルギ「（太陽光、  

風力、小水力、．バイオマス、地熱等）の普及拡大支援策や、低炭素投融  

資の促進、情報通信技術の活用等を通じて日本の経済社会を低炭素型に  

革新すノる。安全を第一として、国民の理解と信柏を得ながら、原子力利  

用について着実に取り組む。   

蓄電池や次世代自動車、火力発電所の効率化、情報通信システムの低  

消費電力化など、革新的技術開発の前倒しを行う。さらに、モーダルシ  

フトの推進、省エネ家電の普及等により、運輸■家庭部門での総合的な  

温室効果ガス削減を実現する。   

電力供給側と電力ユーザー側を情報システムでつなぐ日本型スマート  

グリッドにより効率的な電力需給を実現し、家庭における関連機器等の  

新たな需要を喚起することで、成長産業として振興を図る。さらに、成  

長する海外の関連市場の獲得を支援する。   

リサイクルの推進による国内資源の循環的な利用の徹底や、レアメタ  

ル、レアアース等の代替材料などの技術開発を推進するとともに、総合  

的な資源エネルギー確保戦略を推進する。  

16  

（快適性■生活の質の向上によるライフスタイルの変革）   

エコ住宅の普及、再生可能エネルギーの利用拡不や、ヒートポンプの  

普及拡大、LEDや有機ELなどの次世代照明の100％化の実現などによ 

住宅・オフィス等のゼロエミッション化を推進する。これはまた、居住  

空間の快適性■生活の質を高めることにも直結し、人々のライフスタイ  

ルを自発的に低炭素型へと車云換させる大きなきっかけとなる。   

こうした家庭部門でのゼロエミッショ・ン化を進めるため、冬家庭にア  

ドバイスをする「環境コンシェルジュ制度」を創設する。   

（老朽化した建築物の建替え・改修の促進等による一「緑の都市」化）   

日本の都市を、温室効果ガスの排出が少ない「緑の都市」としていく  

ため、中長期的な環境基準の在り方を明らかにしていくとともに、都市  

計画の在り方や都市再生・再開発の在り方を環境・低炭素化の観点から  

抜本的に見直す。   

老朽化し、温室効果ガスの排出や安全性の面で問題を抱えるオフィス  

ビル等の再開発・建替えや改修を促進するため、必要な規制緩和措置や  

支援策を講じる。   

（地方か 

公共交通の利用促進等による都市・地域構造の低炭素化、再生可能エ  

ネルギーやそれを支えるスマートグリッドの構築、適正な資源リサイク  

ルの徹底、情報通信技術の活用、′住宅等のゼロエミッション化など、エ  

コ社会形成の取組を支援する。そのため、規制改革、税制のグリーン化  

を含めた総合的な政策パッケージを活用しながら、環境、健康、観光を  

柱とする集中投資事業を行い、自立した地方からの持統可能な経済社会  

構造の変革を実現する第一歩を跨み出す。  

これらの施策を総合的に実施することにより、2020年までに50兆円  

超の環境関連新規市場、140万人の環境分野の新規雇用、日本の民間ベー  

スの技術を活かした世界の温室効果ガスの削減を13億トン以上とするこ  

と（日本全体の総排出量に相当）を目標とする。  

17   



（バt」アプリ一任宅の供給促進）   

今後、一人暮らしや介護を必要とする高齢者の増加が見込まれており、  

高齢者が居住する住宅内での安全な移動の確保や軒別防止、介助者の負  

担軽減等のため、羊すり．の設置や屋内の段差解消等、住宅のバリアフリ  

ー化の促進が急務である。このため、バリアフリー性能が優れた住宅取  

得や、バリアフリー改修促進のための支援を充実するともに、民間事業  

者等による高齢者向けの／〈リアフリー化された賃貸住宅の供給促進等に  

重点的に取り組む。   

（不安の解消、生涯を楽しむための医療・介護サービスの基盤強化）   

高齢者が元気に活動している姿は、健全な社会の象徴であり、経済成  

長の礎である。しかし、既存の制度や供給体制は、近年の急速な高齢化  

や医療技術の進歩、それに伴う多様で質の高いサー◆ビスへの需要の高ま  

り等の環境変化に十分に対応できていない。高齢者が将来の不安を払拭  

し、不安のための貯蓄から、生涯を楽しむための支出を行えるように医  

療・介護サービスの基盤を強化する。  

具体的には、医師養成数の増加、勤務環境や処遇の改善による勤務医  

や医療t介護従事者の確保とともに」医療■介護従事者間の役割分担を  

見直す。また、医療機関の機能分化と高度・専門的医療の集約化、介護  

施設ヾ居住系サービスの増加を加速させ、質の高い医療・介護サービス  

を安定的に提供できる体制を整備する。   

（地域における高齢者の安心な暮らしの実現）   

医療、介護は地域密着型のサービス産業であり、地方の経済、内需を  

支えている。住み慣れた地域で生涯を過ごしたいと願っている高齢者は  

多く、地域主導による地域医療の再生を図ることが、これからの地域社  
会において重要である9具体的には、医療・介護・健康関連サービス提  

供者のネットワーク化による連携と、情報通信技術の活用による在宅で  

の生活支援ツールの整備などを進め、そこに暮らす高齢者が自らの希望  

するサービスを受けることができる社会を構築する。   

高齢者が安心して健康な生活が送れるようになることで、生涯学習や、  

教養・知識を吸収するための旅行など、新たなシニア向けサービスの需  

要も創造される。ま七、高齢者の起業や雇用にもつながるほか、高齢者  

が有する技術■知識等が次世代へも継承される。こうした好循環を可能  

19   

「gノ ライフ■イノベーション仁よる慮庶灘  

／：犯卯牟夏ぞのg磨打  

『医療■介護■健康関連サービスの需要に見合った産兼育成と雇用の軌  

出、新規市境釣50兆円、新規雇用284万人』  

（医療・介護■健康関連産業を成長牽引産業へ）   

我が国は、国民皆保険制度の下、低コストで質の高い医療サービスを  

国民に提供してきた結果、世界一の健康長寿国となった。世藤のフロン  
ティアを進む日本の高齢化は、ライフ■イノベーション（医療・介護分  

野革新）を力強く推進することにより新たなサービス成長産業と新・も  

のづくり産業を育てるチャンスでもある。   

したがって、高い成長と雇用創出が見込める医療一介護・健康関連産  

業を日本の成長牽引産業七して明確に位置付けるとともに、民間事筆者  

等の新たなサービス主体の参入も促進し、一安全の確保や質の向上を図り  

ながら、利用者本位の多様なサービスが提供できる体制を構築する。誰  

もが必要なサービスにアクセスできる体制を維持しながら、そのために  

必要な制度1ルールの変更等を進める。   

（日本発の革新的な医薬品、医療・介護技術の研究開発推進）   

安全性が高く優れた日本発の革新的な医薬品、医療・介護技術の研究  

開発を推進する。産官学が一体となった取組や、創薬ベンチャーの育成  

を推進し、新薬、再生医療等の先端医療技術、情報通信技術を駆使した  
遠隔医療システム、ものづくり技術を活用した高齢者用パーソナルモビ  

リティ、医療・介護ロボット等の研究開発・実甲化を促進する。その前  
提として、ドラッグラグ、デバイスラグの解消は喫緊の課題づあり、治  

験環境の整備、承認審査の迅速化を進める。   

（アジア等海外市場への展開促進）   

医療■介護・健康関連産業は、今後、高齢社会を迎えるアジア諸国等  
においても高い成長が見込まれる。医薬品等の海外販売やアジアの富裕  

層等を対象とした健診、治療等の医療及び関連サービスを観光とも嘩摸  

して促進していく。また、成長するアジア市場との連携（共同の臨床研  

究・治験拠点の構築等）も目指していく。  
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の過程で学んだ多くの経験をアジア諸国と共有し、日本がア 

の「架け橋」となるとともに、環境やインフラ分野等で固有の弓亀みを集  

結し、総合的かつ戦略的にアジア地域でビジネスを展開する必要がある。   

（切れ目ないアジア市場の創出）   

まず、日本企業が活躍するフィールドであるアジア地域において、あ  

らゆる経済活動の障壁を取り除くことが必要である。このため、．より積  

極的に貿易・投資を自由化一円滑化し、また知的財産権の保護体制の構  

築などを行うことにより、アジアに切れ目のない市場を作り出す。その  

きっかけとして、2010年に日本がホスト国≒なるAPECの枠組みを活用」、  

2020年を目標にアジア太平洋自由貿易圏（FT一入AP）を構築するための我が  

国としての道筋（ロードマップ）を策定する。   

（日本の「安全・安心」等の制度のアジア展開）   

また、アジア諸国が経済・社会のセーフティネットをより厚いものに  

するために、日本の「安全一安心」の考え方が貢献できる部分は大きく、  

経済成長の基盤ともなる。環境分野や製品安全問題等にかかる日本の技  

術や規制・基準1規準を、アジア諸国等とも共同で国際標準化する作業  

を行い、国際社会へ義信・提案することなどにより、アジア諸国の成長  

と「安全・安心」の普及を実現しつつ、日本企業がより活動しやすい環  

嘩を作り出す。また、ス寸－トゲリツド、燃料電池、電気自動車など日  

本が技術的優位性を有している分野においては、特に戦略的な国際標準  

化作業を早急に進める。食品においても、流通の多様化一国際化等を踏  

まえ、アジア諸国とも共同しつつ、食品安全基準の国際標準化作業等に  

積極的に貢献する。   

（日本の「安全暮安心」等の技術のアジアそして世界への普及）   

その上で、環境技術において日本が強みを持つインフラ整備をパッケ  

ージでアジア地域に展開・浸透させるとともに、アジア諸国の経済成長  

に伴う地球環境への負荷を軽減し、日本の技術・経験をアジアの持続可  

能な成長のエンジンとして活用する。具体的には、新幹線・都市交通、  

水、エネルギーなどゐインフラ整備支援や、環境共生型都市の開発支援  

に官民あげて取り組む。同時に、土木・建築等で高度な技術を有する日  

本企業のビジネス機会も拡大する。さらには、建築士等の資格の相互承  
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とする環境を整備していく。  

これらの施策を進めるとともに」持続可能な社会保障制度の実現に向  

けた改革を進めることで、超高齢社会に対応した社会システムを橋梁し、  

2020年声でに医療1介護一健康関連サービスの需要に見合った産業育成   

と雇用の創出により、新規市場約50兆円、新規雇用284万人を目標とし、   

すべての高齢者が、家族と社会のつながりの中で生涯生活を楽しむこと  

ができる社会をつくる。また、日本の新たな社会システムを「高齢社会   

の先進モデル」として、アジアそして世界へと発信していく。  

フロンティアの膀たよ名一成長  

「βノ アジア㈱ノ野  

J知手よでのβ崩Ⅳ  

『アジア太平洋自由箕易圏（FTÅAP）を構築』、『アジアの成長を取り込む  

ための国内改革の推進、ヒトモノ・カ年の流れ倍増胤『「アジアの所得  

倍増」を通じた成長機会の拡大』  

”／架働とL僻する厚－β本～   

（日本の強みを大いに活かしうるアジア市場）  

近年、アジア諸国は、日本企業と共に産業集積を形成し、豊富で勤勉  

な労働力を背景に力強く、急速な成長を遂げてきた。アジア各国は昨今  

のサブプライムローン問題に端を発した金融危機にも適切に対応し、今  

や世界経済の牽引役とし堅調な経済回復をみせている。特にアジアに  

おける中間所得者層の成長が著しいこと、また、環境問題や都市化等、  

我が国が先に直面し、克服してきた制約要因や課追を抱えながら成長し  

ていることは、日本にとって、大きなビジネス機会である。   

（アジアのイ架け橋」としての日本）   

今日のアジアの著しい成長を更に着実なものと七つつ、アジアの成長  

を日本の成長に確実に結実させるためには、日本がこれまでの経済発展  
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